
令和７年度社会福祉法人等の指導監査（特別監査）について 

 

１ 対象施設 

  アイグラン保育園東千田 

  （中区東千田町二丁目） 

 

２ 実地監査実施日 

  令和７年７月３日 

 

３ 指摘事項 

  下記「文書指摘事項」のとおり。（令和７年８月８日通知） 

 

４ 改善措置報告書提出日 

  令和７年９月８日 

 

 

文書指摘事項 

 

改善を必要とする事項 是正改善方策 法人からの改善報告 

保育士の配置について、職員配

置基準を下回る時間帯があった。 

・令和７年３月１０日 

9:00～9:30 ▲1人 

・令和７年６月１８日 

8:30～9:00 ▲1人 

保育士の配置基準

を満たしていない時

間帯があるため、最低

基準に定める職員を

配置すること（児童福

祉施設設備運営基準

第 33条）。 

 急遽の配置調整にも対応できるよ

うに職員配置数を増員する。 

 

 


